
小 計 29 31 2

(注)    職員数は一般職員に属する職員数であり、地方自治法、公益法人等への派遣等
に関する条例に基づく派遣職員を含み、臨時又は非常勤職員を除いています。

合 計 223 219 △ 4

0
下 水 道 2 2 0

公

営

企

業

等

水 道 5 5

そ の 他 22 24 2 業務量の増により

△ 2 欠員不補充により
小 計 17 15 △ 2

教
育

行
政

教 育 17 15

小 計 177 173 △ 4

土 木 28 28 0

欠員不補充により
商 工 7 4 △ 3 欠員不補充により
農 林 17 16 △ 1

民 生 32 31 △ 1 欠員不補充により
衛 生 14 12 △ 2 欠員不補充により

総 務 企 画 68 70 2 業務量の増により

増減数

一

般

行

政

議 会 3 3 0

税 務 8 9 1 業務量の増により

職 員 数 ( 人 )
主 な 増 減 理 由

R6年度 R7年度

( 2 ) 各会計年度の当初予算に計上される人件費を算定する基礎となる職員数に
ついて、効率的・効果的な町政運営の観点から、計画的な定員管理に努め
ています。部門別の職員数の状況と主な増減理由は、次の表のとおりです。

14
退 職 者 数

定 年 退 職 定年退職以外の退職 合 計

0 14

R6.4.1 ～ R7.3.31 ( 人 )

合 計

3 0 0 3
派 遣 職 員
の 増 減 数

福 島 県 市町村共済組合 双葉郡広域市町村県組合

R7.4.1 ( 人 )

採 用 者 数
行 政 職 5
技 術 職 0

   職員の任用は、受験成績その他の能力の実証に基づいて行わなければならないと
されており、退職等により職員の職に欠員があるときに、現に職員でない者を職員の
職に任命する採用や職員を現に有する職よりも上位の者に任命する昇任などを行っ
ています。

( 1 )

令和6年度における人事行政の運営状況について

　浪江町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成20年浪江町条例第1号）第6条
の規定に基づき、人事行政の運営等の状況について公表します。

Ⅰ 職員の任免及び職員数に関する状況

職員の採用状況及び退職事由別の職員の退職等の状況は、次のとおりです。

 1



Ⅱ 職員の勤務時間その他の勤務条件状況

( 1 )     職員の勤務時間については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例
等により定められています｡
    職員の勤務時間は、原則として 1 週間につき38時間45分とし、勤務の

割振りは月曜日から金曜日までとしています。また、 1 日の勤務時間の割

振りは午前 8 時30分から午後 5 時15分までとし、その途中に 1 時間の休

憩時間を設け、 7時間45分としています。ただし、業務の性質上、上記に
よることが適当でない職員については、特別の定めをしています。

( 2 )     休暇についても、勤務時間と同様に条例等により定められています。休暇

等の種類には、年次休暇、療養休暇、特別休暇 ( 夏季、結婚、産前産後、

子の看護、忌引、ボランティア活動等 ) 、育児休業、介護休暇等があります。

    年次休暇は、年20日与えられ、その年次は 1 月 1 日に始まりその年の12
月末日に終わります。年次の途中で採用された職員には採用された月に応
じて 2 日から18日までの範囲内で定められた日数の年次休暇が与えられま
す。また、その年次に使用しなかった年次休暇の日数は、翌年次に限り繰り
越して使用することができます。年次休暇の平均取得日数(4年1月1日から

12月31日までの間における一人当たりの日数)は、12日でした。

( 3 )

( 4 )育児休業の取得状況等は次のとおりです。

    育児休業等に関する制度は、地方公務員の育児休業等に関する法律に
基づき、職員の育児休業等に関する条例等により定められており、子を養育
する職員の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進するとともに、
行政運営を円滑に資することを目的として設けられている制度です。

9 ヶ月以下

取得者数 取得期間

男 女

0 2

1 年 以 下 3 年 以 下

4 1 3 0 0

3 ヶ月以下
3 ヶ月超え 6 ヶ月超え 9 ヶ月超え 1 年 超  え

6 ヶ月以下
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Ⅲ 職員の分限及び懲戒処分の状況

    分限処分は、一定の事由によって職員がその職務を十分に果たすことが出来
ない場合などに、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分で、
公務能率の維持向上を図ることを目的としています。また、懲戒処分は、職員の
一定の服務義務違反に対する制裁として規律の維持を目的として科するもので
す。

分限処分の件数 処分の主な理由

計

療養による休職
0 3 0 0 3

免職 休職 降任 降格

懲戒処分の件数 処分の主な理由

戒告 計

0 0 0 0 0

免職 停職 減給

Ⅳ 職員の服務の状況

    職員の服務の根本基準は、地方公務員法第30条に「すべて職員は、全体の
奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を
挙げてこれに専念しなければならない。」と規定されいます。この趣旨を具体的に
実現するため、同法では、営利企業等の従事制限等を職員に課しており、その
他にも職務命令等に従う義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義
務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止等の義務を地方公務員に課してい
ます。
    なお、本町における営利企業等への従事許可の状況 ( 地方公務員法第38条

第 1 項の規定による任命権者の許可を受けたもの ) は次のとおりです。

申 請 件 数 承 認 件 数 承 認 し た 主 な 内 容

2 2
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建設発生土の適正な管理に関する講習会 2 11/8 一般財団法人先端建設技術センター

地域母子保健研修会7「地域栄養活動～妊産婦から子ども～」 1 12/10～12/12 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会

砂防および地すべり防止講習会 2 2/12～2/14 福島県砂防協会

住民税の課税実務 1 10/9 日本経営協会

住家の被害認定調査実地研修会 1 10/23～10/24 中越大震災ネットワークおぢや

第36回墓地管理講習会 2 10/23～10/24 公益社団法人 全日本墓園協会

1 7/8～7/9、7/23、8/7～8/8

地方公営企業会計入門講座 1 5/16 日本経営協会

地域母子保健研修会1「乳幼児保健・育児支援」 2 6/5～6/6 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会

地域防災サポーター養成防災士資格取得講座 2 8/24～8/25 郡山市

避難所エキスパート養成講座「防災担当職員講座」 1 6/17～6/19 一般社団法人 地域防災支援協会

R6年度 土地評価実務研修会(ワークショップ研修) 1 7/11～7/12 資産評価システム研修センター

総務Ⅰ：基礎自治体 総務担当 初任者の基礎知識 1 6/25 福島県市町村行政課

地方自治のための秘書実務 1 5/23 日本経営協会

漏水防止講座 1 7/24～7/26 日本水道協会

基礎から学ぶ入札制度と談合防止策 2 6/13～6/14 日本経営協会

クレーム対応 9 9/20 福島県市町村行政課

令和6年度空き家対策に関する実務講習会 1 9/30～10/1 一般財団法人地方自治研究機構

Ⅴ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

    地方公共団体の事務を効率的に執行することは、住民の福祉増進のためにも必要不
可欠です。最少の経費によって最大の効果を上げるためには、職員一人ひとりの能力を
開発することが必要となります。当町では、限られた財源の中で、より的確に住民ニーズ
に応えていくために、職員の意識改革や能力向上のための研修を引き続き実施します。

実 施 団 体 ・ 研 修 先

( 1 ) 研修の実施状況 令 和 6 年 度

研 修 内 容 人員 期 日

新規採用職員研修会 10 4/1 浪江町役場

新規採用職員（後期）研修 4 10/22～10/25、11/5～11/8 ふくしま自治研修センター

新規採用職員（前期）研修 4 5/15～5/17、5/22～5/24 ふくしま自治研修センター

放射線に関する基礎研修会 7 7/29 浪江町役場

キャッシュ・フロー計算書入門 1 9/12～9/13 日本経営協会

地方債協会

①受益者負担金②消費税基礎③下水道使用料改定 1 7/17～7/19 日本下水道事業団

地方債研修会 3 9/10

地方公営企業の消費税 1 8/22～8/23 日本経営協会

R6年度 木造家屋評価実務研修会(ワークショップ研修) 1 7/25～7/26 資産評価システム研修センター

実行力アップ研修 5 10/17～10/18、11/14～11/15 ふくしま自治研修センター

R6年度政策課題セミナー
（自治体が目指すべきDXとは） 2 11/26 ふくしま自治研修センター（Zoom）

新任係長研修 4 8/26～8/27 ふくしま自治研修センター

新任管理者研修 4 7/4～7/5、7/25～7/26

新任課長研修 1 7/8～7/9

ふくしま自治研修センター

ふくしま自治研修センター

ふくしま自治研修センターR6年度政策形成実践研修

5 11/11～11/12、11/18～11/19 ふくしま自治研修センター基礎力アップ研修

応用力アップ研修 2 11/25～11/26、12/2～12/3 ふくしま自治研修センター

新規採用職員（社会人経験者）研修 6 5/15、5/22 ふくしま自治研修センター
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　共助会は、職員(会員216人)からの会費(給料と扶養手当月額の千分の5

に相当する額。令和6年度　約4,062千円)で運営されています。

イ     職員の共済制度は、他の健康保険や厚生年金の制度と同様に地方公務
員等共済組合法に基づき、職員と町において分担・拠出する財源により短
期給付事業、長期給付事業、福祉事業等を行っています。

ア 　職員の相互共済及び福利増進を目的として、浪江町職員共助会を規約に
基づき設置しています。

1 件 1 件 0 件 0 件

( 4 )福利厚生事業

公務災害 ( 件 ) 通勤災害 ( 件 )

発生 認定 発生 認定

( 3 )公務災害等の発生及び認定状況

脳ドック 各 医 療 機 関 指 定 日 80

総合健康診断 集団健診 8/26,8/27（130人）
各医療機関指定日（21人） 151

人

人

人間ドック 各 医 療 機 関 指 定 日 148 人

( 2 )健康診断等の実施

項 目 実 施 期 日 受 診 者 数

産業医及び衛生委員会の設置

    職員の衛生及び健康の管理を行うため産業医を置くとともに、職員の危機及び
健康障害を防止するための基本となるべき対策、公務災害の原因の調査及び再発
防止対策その他職員の安全及び衛生に関することについて調査審議するため衛生
委員会を設置しています。

( 1 )

Ⅵ 職員の福祉及び利益の保護の状況

    職員の健康の保持増進を図るとともに職場の安全を確保するため、労働安全衛生法
を始めとする法令に基づき、安全衛生管理体制や作業環境の整備、健康診断、健康保
持増進事業等を実施しています。
    公務上・通勤途上の災害に遭われた職員に対し、地方公務員災害補償法に基づき、
地方公務員災害補償基金が療養補償、休業補償、障害保障等を行っています。
    また、福利厚生事業を実施するとともに、職員の相互共済及び福利増進等を目的とし
て、法令に基づき、福利厚生のための団体を設置しています。
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令和 6 年度における福島県人事委員会の公平委員会受託事務の状況について

Ⅰ 勤務条件に関する措置の要求の状況

    職員から、地方公務員法第46条の規定に基づき、給与、勤務時間その他の勤
務条件に関し地方公共団体の当局により適正な措置を取られるよう要求があった
場合、公平委員会は、事案について審査を行い、これを判定し、その結果に基づ
いて、その権限を有する地方公共団体の機関に対して必要な勧告を行います。

件数については、次のとおりです。

要 求 件 数
( A )＋( B )＋( C )

審 査 結 果
取 り 下 げ ( C )

打 ち 切 り ( A ) 勧 告 ( B )

0

Ⅱ 不利益処分に関する不服申立ての状況

0 0 0

    職員から、地方公務員法第49条の 2 の規定に基づき、懲戒その他その意に
反すると認める不利益な処分について不服申し立てがあった場合、公平委員会
は、口頭審理等の方法により審査を行い、その結果に基づいて、当該処分を承
認し、修正し、又は取り消し、必要があるときは、任命権者に対して職員が当該処
分によって受けた不当な取り扱いを是正するための指示を行います。

件数については、次のとおりです。

申 立 件 数
( A )＋( B )＋( C )

2024/4/1

審 査 済 み ( A ) 審 理 中 ( B ) 中 断 ( C )

0 0 0 0

 6


